
生垣設置奨励金交付要綱

（趣旨）

第１条　この要綱は、みどり豊かなまちづくりの実現を図るとともに、災害に強

いまちづくりの推進を目的に設置される「生垣」の奨励金の交付に関し必要な

事項を定めるものとする。

（奨励金交付の対象）

第２条　奨励金の交付を受けることができる者は、次に掲げる条件に該当する生

垣を新規に設置（以下「設置」という。）するもので、市民税を完納している

ものとする。

（１）相模原市において都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第７条第１項

の規定による市街化区域及び同法第８条第１項第１号の規定による用途地域

内の戸建住宅（店舗併用住宅を含む。）又は共同住宅用地内に設置するもの

（２）前号に規定する住宅用地が国、県又は市の道路に接し、当該道路の幅員が

４メートル以上である場合又は当該道路が建築基準法（昭和２５年法律第２

０１号）第４２条第２項に規定する道路である場合にあっては、当該道路の

中心線から水平距離２メートル以上離れて設置するときに限る。

（３）設置する長さが３メートル以上であること。

（４）柵、金網フェンス等（以下「金網フェンス等」という。）の内側に設置す

る場合においては、透過性が十分確保されるものとし、植栽面から当該金網

フェンス等の基礎部分の高さは６０センチメートル以下であること。

（植栽基準）

第３条　植栽樹木は、生垣に適した樹種で、原則的に相模原市みどりの協会が推

奨するものとする。

２　植樹時の樹高（植栽面からの高さ）は９０センチメートル以上とし、１メー

トル当たりの植栽本数は２本又は３本を基本とする。

（奨励金の額）

第４条　奨励金は、予算の範囲において交付するものとし、対象となる生垣１メ

ートル当たり５，０００円とし、２０メートル（１００，０００円）を限度額

とする。ただし、共同住宅については、理事長が別に定める。

（交付の条件）

第５条　設置した生垣は、設置後５年間良好な管理を行い、それを保存しなけれ

ばならない。

（申請の手続）

第６条　生垣奨励金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、



生垣奨励金交付申請書に次に掲げる書類及び写真を添えて理事長に申請する。

（１）生垣設置予定地の写真

（２）市民税を完納していることが確認できる書類

（交付の決定）

第７条　理事長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、その結果を

申請者に通知する。

（奨励金の交付）

第８条　申請者は、生垣設置完了後、生垣奨励金交付請求書及び完了写　真等を

理事長に提出する。

２　理事長は、前項の請求書等を受理したときは、完了検査を行い、奨励金を交

付することが適当と認めた場合は、申請者が指定する口座に奨励金を振り込む

こととする。

（奨励金の返還）

第９条　理事長は、奨励金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する

ときは、交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

（１）虚偽又は不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。

（２）奨励金の交付決定の条件に反する行為があったとき。

（適用除外）

第１０条　次の各号に該当する場合は、本要綱の適用除外とする。

（１）相模原市開発行為等指導要綱第３条に規定する開発行為及び建築事業によ

り設置する場合

（２）販売を目的として所有又は管理する住宅用地に設置する場合

（３）公道等の新設又は改良による移転補償にかかわるものを設置する場合

（４）国、地方公共団体その他これに準ずる団体が設置する場合

（５）法令及び条例等により緑化施設（樹木等が植栽された敷地をいう。以下同

じ。）の設置を求められる行為を行う者が設置する場合。ただし、求められ

る緑化施設の面積の範囲を超えて行う場合を除く。

（６）その他理事長が不適当と認めた場合

（委任）

第１１条　この要綱の施行について必要な事項は、理事長が別に定める。

　　　附　則

　この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。

　　　附　則

　この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。

　　　附　則

　この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。



　　　附　則

　この要綱は、平成１８年３月２０日から施行する。

　　　附　則

　この要綱は、平成２０年１０月１日から施行する。




